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所得税法 

新型コロナウイルス(COVID-19)による影響に伴い、2019 年度(12 月決算)の法人税確定申

告・納付期限は 6 月 30日へ延長 

財政部が 4 月 13 日にプレスリリースを発表し、2019 年度(12 月決算)の法人税申告・納付

期限を適用対象を限定せずに 6 月 30 日まで延長しました。個人所得税についても同様に延

長されます。また、財政部は先般 3 月に、新型コロナウイルスによる影響で税額を納付でき

ない場合の延納もしくは分納に関する規定を公告しています。当該規定の主な内容は以下の

通りです。 

PwC 台湾の見解： 

1. 2019 年度(12 月決算)の法人税確定申告・納付期間は 5 月 1 日から 6 月 30 日までの 2

か月間に変更され、申請不要で利息も加算されず、申告期限内での申告を適用条件とす

る 10 年間の繰越欠損金控除も影響を受けることはありません。 

2. 12 月決算の企業でインターネットで申告する場合は、申告書の電子データのアップロー

ド期限は 6 月 30 日まで、紙面書類(添付資料および会計士署名済み報告書)の送付・提出

期限は 7月 31 までです。 

3. 投資控除(研究開発費、スマートマシン・5G 支出の投資控除など)の適用申請を行う企業

の経済部への申請期限は、規定によれば法人税確定申告の締切日が期限であるので、投

資控除の申請期限も同様に延長することが可能です。 

新型コロナウイルス(COVID-19)による影響を受けた納税義務者は、その税額にかかわりな

く延納もしくは分納を申請可能 

財政部より 3 月 19 日に、新型コロナウイルス(COVID-19)による影響を受けた納税義務者

に対し、延納(最長 1 年)もしくは分納(最長 3 年、1 か月を 1 期とし、計 36 期まで)を申請

でき、金額制限はないとの通達が公布されましたが、当該公告に関連し、2020 年 3 月 25日
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にその申請審査原則が公布され、適用対象および税目などが明文規定されました。当原則の

主な内容は以下の通りです。 

適用対象期間 納税期間が2020年1月15日から2021年6月30日までの税金 

適用税目 法人税、個人所得税、房地合一税(不動産取引にかかる所得税)、営業税、

貨物税、たばこ酒税、特殊貨物および役務税、房屋税、地価税、ナンバー

プレート使用税、ならびに前述各種税にかかる利息、滞報金、怠報金およ

び過料 

適用対象 1. 営利事業者 

① 救済振興特別条例により救済関連措置の適用対象者である企業 

② 新型コロナウイルスにより短期間において営業収入額が大きく減少

した企業(例：2020年 1月から連続 2か月でその平均売上高が、「前

年同期」または「2019年 7月から 12月まで」の平均月間売上高よ

り 15%以上減少している) 

2. 個人 

① 救済振興特別条例により救済関連措置の適用対象者である個人 

② 勤務する会社が新型コロナウイルスによる影響で規定により無給休

暇を実施している 

③ 新型コロナウイルスによるその他の影響(例：減給、非自発的失業ま

たは勤務日数が連続 2か月で従来の 50%以上減少したもの) 

分納・延納規定 

本来は税額によって延納期間または分納期数が定められているが(「納税

義務者の税金延納または分納申請に関する規定」第3条)、各税務機関は

寛大に審査・認定し、延納期限は最長1年、分納期限は最長3年(1か月を

1期とし、計36期)とする 

PwC 台湾の見解： 

1. 上記の適用対象に該当しない企業についても、税金徴収法第 26 条により国税局に対し

法人税の延納または分納を申請でき、利息は加算されません。ただし、この場合は、税務

当局は税額に基づき延納期限または分納期数を決定します。 

2. 延納または分納の許可を受けたうえでの延期・分納期限内での納税は、期限通りに納税

を行ったとみなされ、青色申告書、税務監査もしくは拡大書面審査などによる優遇措置

を受けることができます。ただし、税額をいずれか 1 期でも期限通りに納付しなかった

場合は、当該年度の法人税確定申告は一般の確定申告案件として取り扱われることにな

り、優遇措置を受けることができなくなりますので、留意が必要です。 
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会社法・証券管理に関する法律 

新型コロナウイルスにより定時株主総会の招集が困難な企業は延期申請が可能(上場、店頭

公開会社および新興株式市場登録会社は適用しない) 

経済部が 2019 年 4月 6 日付の新北市政府および台北市政府への公文書において、新型コロ

ナウイルスの関係による 2020 年度の定時株主総会の招集延期が認められる「正当な理由」

について説明をしました。当該公文書の主な内容は以下の通りです。 

1. 会社法第 170 条第 2 項によれば、会社に「正当な事由がある場合は、管轄官庁に届け出

て許可を受ければ」、定時株主総会の開催を延期できる。 

2. 新型コロナウイルスの感染対策にあたる中央流行疫情指揮センターは、集団感染を防ぐ

ため、室内で 100 人以上、屋外で 500 人以上のイベントについて中止を検討するよう

呼び掛けている。当該基準に達していないイベントも、性質的にリスクが高いと認めら

れる場合は、延期またはキャンセル、あるいはその他の形式で開催するよう求めている。

したがって、定時株主総会の招集に上記のようなリスクがあると会社が判断した場合は、

正当な理由として認められ管轄官庁に対し定時株主総会の招集延期を申請することがで

きる。 

3. 今後政府が公告や通達により定時株主総会の招集を全面的に延期あるいは中止するかど

うかは、中央流行疫情指揮センターの公布する関連規定に基づく。 

なお、証券取引法第 36条第 7 項には、「株式が証券取引所に上場または証券会社の営業所

で売買される会社の定時株主総会は、各会計年度終了日から 6 か月以内に開催しなければな

らず、会社法第 170 条第 2 項の但書を適用しない」と定められているため、上場、店頭公

開会社および新興株式市場登録会社は上記の公文書に基づいた定時株主総会の招集の延期

を申請することはできません。 
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